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令和元年第５回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和元年５月２４日(金)午後６時００分から午後６時３５分 

 

２．開催場所  すこやかセンター 2階 会議室 

 

３．出席委員（１０人） 

会長 11番 水谷 茂樹   会長代理 ９番 出口 宣伸 

１番 高田 秋光   ２番 北清 裕邦   ３番 藤崎 正雄 

４番 松田  力   ５番 善岡 浩樹   ６番 大場 信一 

７番 川本 和幸   ８番 中村 広治   

 

４．欠席委員（ ０人） 

     

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出 

第 ２ 会議書記の指名 

第 ３ 農政報告 

第 ４ 農業委員会会務報告 

第 ５ 議案第 13号  農地法１８条第６項の規定による合意解約 

について 

第 ６ 議案第 14号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による 

       農用地利用集積計画の決定について 

第 ７  議案第 15号  平成３０年度農業委員会の目標及びその達成に 

向けた活動の点検・評価（案）について 

 

６．農業委員会事務局職員 

    南 秀幸事務局長・中村将平主査・滝上和昭農地推進員 

 

７．参与   

    細川直洋産業課長 欠席  
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８．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

水谷会長 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

南事務局長 

 

 

 

議  長 

 

 

事務局長 

 

議  長 

 

ただ今から、水谷会長より挨拶を頂き、令和元年第５回農業委

員会総会を開会します。 

会議規則第４条により会長が議長として、以降の議事進行を行

いますのでよろしくお願いしたします。 

 

 本当に疲れのピークに達していると思います。 

 先日の強風も、それほど大きな被害もなく終わった様で一安心

です。 

 もう数日で田植えも終わる方もいるかと思いますが、畑の播種

作業もありますが、猛暑が来ますのでどうか体に気をつけ、あと

機械のオーバーヒートに気をつけていただきたい。 

 

それではこれより令和元年第５回農業委員会総会を開会いた

します。 

 高田委員かすこし遅れますが、ただ今の出席委員は、11名で

定足数に達しております。 

それでは、日程第１の会議録署名委員につきましては、指名さ

せていただきます宜しいでしょうか。 

 

異議なし 

 

それでは、会議録署名委員に、３番 藤崎委員、10番 植松

委員の両名を指名します。 

 

日程第２ 

会議書記には、事務局 南局長、中村主査、滝上農地推進員、

を配置します。 

 

日程第３ 事務局長よりより農政報告があれば報告願います。 

 

田植えの進捗状況ですが、JAの渡辺調査役より伺いました。 

明日・あさっての土日で、概ね８０％の田植えが終わるそうで

す。以上で報告を終わります。 

 

日程第４ 委員会会務報告について、事務局から報告願いま

す。 

 

4ページをお開きください。【4ページ朗読説明する。】 

 

5月 9日開催された新規就農者受け入れに係る会議で農業委員

会でも検討したいことがありますので、来月 6月の農業委員会で
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議  長 

 

委  員 

 

議  長 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

ゆっくり行いたいと思います。詳しくはそのときに説明いたしま

す。 

 

何かご質問等ございますか。 

 

なし 

 

これから 議案３件の審議を順次行います。 

 

日程第５ 議案第１３号 

農地法１８条第６項の規定による合意解約について、説明願い

ます。 

 

５ページをお開きください 議案第１３号 農地法１８条第

６項の規定による合意解約について 

農地法第１８条の規定により、合意解約のあった別紙の者につ

いて議決を求める。 

 令和元年５月２４日  北竜町農業委員会会長 水谷茂樹 

 

6ページ 受理番号 31－5 

貸主 北竜町農用地利用集積円滑化団体で 美葉牛 浅木千

代美さんの所有の一部契約地 

借主 美葉牛 滝山公宏さん 

賃貸借の契約期間は平成 24年 4月 24日から 34年 3月 31日ま

での 10年間の契約でしたが解約をします。 

解約する理由は、有限会社山本農場を引き継いだ竹谷さんは、

8.88㌶の農地しかないため、農業公社の農地保有合理化事業に

乗るために、水稲・花卉・果菜類で 9.4㌶の基準面積が必要とな

るため、合意解約したこの土地について賃貸を組んで基準面積を

クリヤするためです。 

場所については、資料編の 1ページを写真ご覧下さい、美葉牛

254番地 2の田となります。面積は、10,958㎡となります。 

なお、中間管理機構である北竜町農用地利用集積円滑化団体を

通すことで、離農する方に協力金が当たっていますが、所有者に

土地をもどすと協力金を返還しなければならないため、次の議案

になりますが、同日付で土地の利用権の設定を円滑化団体と有限

会社山本農場とでいたします。 

以上で説明を終わります。 

 

何かございますか。 

契約期間は１０年でしたか。 
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滝上推進委員 

 

 

 

議  長 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

10年ではあるのですが、補助金の指令日からなりますので、

平成２５年の３月になりますのでちょっと賃貸期間を延長しな

ければなりません。 

 

質疑等ございませんか 

 

【質疑等なし】 

 

質疑等が有りませんので、採決いたします。 

承認される方は、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

 農用地利用集積計画 31-賃-16については、原案通り承認いた

します。 

 

次に農用地利用集積計画 31-売-15について説明願います。 

 

9ページをお開き下さい。 

農用地利用集積計画 31-売-15について説明します。 

所有権の移転を受けるもの 和 川瀬 崇  52歳 

所有権の移転をするもの 公益財団法人 北海道農業公社 

土地については、資料編の２ページを写真ご覧下さい、和 105番

2の田で面積は 18,019㎡となり旧所有者は、杉山癸美男（相続

し、杉山ユキエさん）でした。 

移転内容は売買で移転時期は、令和元年 5月 24日 総会開催

日で対価の支払い期限は、令和元年 12月 6日で売買価格は

6,780,000円で L資金対応予定です。 

水張りで 172㌃反当 390,000円です。 

農地保有合理化事業の 10年の賃貸の後の買い戻し案件でありま

す。 

 以上で説明を終わります。 

  

質疑等ございませんか。 

 

【質疑等なし】 

 

質疑等が有りませんので、採決いたします。 

承認される方は、挙手を願います。 

  

【全員挙手】 
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議  長 

 

 

議  長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 農用地利用集積計画の 31-売-15については、原案通り可決し

ます。 

 

農用地利用集積計画 31-売-16について説明願います。 

 

10ページをお開き下さい。 

農用地利用集積計画 31-売-16について説明します。 

所有権の移転を受けるもの 和 小野 嵩  33歳 

所有権の移転をするもの 公益財団法人 北海道農業公社 

土地については、資料編の 3ページを写真ご覧下さい、和 104

番地 1の田他 3筆で面積は 36,892㎡となり、先ほどと同じ旧所

有者は、杉山ユキエさんでした。 

移転内容は売買で移転時期は、令和元年 5月 24日 総会開催

日で対価の支払い期限は、令和元年 12月 6日で売買価格は

14,168,000円で L資金対応予定です。 

水張りで 378.1㌃反当 360,000円～390,000円です。 

農地保有合理化事業の 10年の賃貸の後の買い戻し案件であり

ます。 

 以上で説明を終わります 

 

質疑等ございませんか。 

 

【質疑等なし】 

 

質疑等が有りませんので、採決いたします。 

承認される方は、挙手を願います。 

  

【全員挙手】 

 

農用地利用集積計画 31-売-16については、原案通り可決しま

す。 

 

農用地利用集積計画 31-売-17について事務局より説明願いま

す。 

 

11ページをお開き下さい。 

農用地利用集積計画 31-売-17について説明します。 

所有権の移転を受けるもの 和 高橋康詞  58歳 

所有権の移転をするもの 公益財団法人 北海道農業公社 

土地については、資料編の 4ページを写真ご覧下さい、和 109

番地 3の田他 13筆で面積は 57,139㎡となり、旧所有者は、宮井

清一さんでした。 
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議  長 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

委  員 

 

移転内容は売買で移転時期は、令和元年 5月 24日 総会開催

日で対価の支払い期限は、令和元年 12月 6日で売買価格は

21,859,000円で L資金対応予定です。 

水張りで 529㌃反当 420,000円です。 

農地保有合理化事業の 10年の賃貸の後の買い戻し案件であり

ます。 

 以上で説明を終わります 

 

質疑等ございませんか。 

 

【質疑等なし】 

 

質疑等が有りませんので、採決いたします。 

承認される方は、挙手を願います。 

  

【全員挙手】 

 

農用地利用集積計画 31-売-17については、原案通り可決しま

す。 

 

日程第７ 議案第１５号 

平成３０年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について、事務局より説明願います。 

 

【別紙議案書の説明】 

第 3回総会で、今年度の目標を設定しましたが、平成 30年度

の結果を作成しましたので、資料編 9ページから記載しておりま

すのでご覧下さい。 

１の農業の概要の耕地面積が、「耕地及び作付け統計における

耕地面積データが 3,004㌶となっていましたが、調べてみますと

3,200㌶と公表されており 3,200㌶にしております。 

下段の農地台帳面積が、町外農地を除いた面積は、田で 2,730

㌶となっていましたが農家台帳の集計では 2,826㌶となります。 

10ページ担い手の集積面積の実績数値が 3,000㌶から農家台

帳から集計すると 3,130㌶となり 3,130㌶と表記しています。 

詳しくは、お目通し下さい。 

説明を終了します。 

 

質疑等ございませんか。 

 

【質疑等なし】 
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議  長 

 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

質疑等が有りませんので、採決いたします。 

承認される方は、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

日程第７ 議案第１５号 

平成３０年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価（案）について、原案通り可決します。 

 

総会に提案された議案について、全て終了いたしました。 

以上を持ちまして令和元年第５回 総会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 議  長                         

 

 

 ３番委員                         

 

 

１０番委員                         

 


